
蒲郡市シティセールス推進協議会（愛称『ガマゴリ・ら』）発会式次第 

 

日 時：令和３年１２月１３日（月）１０時～ 

場 所：蒲郡市役所北棟集会室 

１ あいさつ 

 

 

２ 議題 

（１）組織について 

 

 

（２）蒲郡市シティセールス基本方針について 

 

 

（３）事業内容について 

 

 

（４）その他 

 

 

３ 閉会 

 



衆議院議員 今枝宗一郎

愛知県議会議員 飛田　常年

蒲郡市農業協同組合代表理事組合長 鈴木　茂正

蒲郡市漁業振興協議会長 小林　俊雄

愛知県飲食生活衛生同業組合蒲郡支部長 坪井　正洋

蒲郡市観光協会常務理事 高井　知明

蒲郡信用金庫地域振興部長 長瀬　克夫

蒲郡商工会議所青年部会長 笹野　弘明

（一社）蒲郡青年会議所（2021年度）理事長 伊藤　健二

がまごおり市民まちづくりセンター 金子　哲三

蒲郡市企画部長 大森　康弘

蒲郡市市民生活部長 飯島　伸幸

蒲郡市健康福祉部長 岡田　隆志

蒲郡市産業振興部長 池田　高啓

蒲郡市教育部長 嶋田　丈裕

実行委員長 水野　順也

蒲郡市総代連合会会長 廣中　康人

蒲郡商工会議所専務理事 山下　英孝

蒲郡市観光商工課長 小田　芳弘

蒲郡市観光商工課シティセールス推進室長 小山　道徳

蒲郡市観光商工課シティセールス推進室 来本　晃彩

蒲郡商工会議所中小企業相談所長 松岡　祐志

蒲郡商工会議所中小企業相談所経営指導課 太田　直美

蒲郡市観光協会事務局長 鹿野  公朗

蒲郡市シティセールス推進協議会（愛称『ガマゴリ・ら』）　組織図
　（敬称略）

顧　問

名誉会長 蒲郡市長 鈴木　寿明

名誉副会長 蒲郡商工会議所会頭 小池　高弘

協議会 実行委員会

会長 千賀　充能 委員長 水野　順也

副会長

蒲郡市観光協会会長 杉山　和弘 副委員長 蒲郡商工会議所　青年部会長 笹野　弘明

蒲郡信用金庫理事長 竹田　知史 副委員長 （一社）蒲郡青年会議所（2021年度）理事長 伊藤　健二

副委員長 蒲郡市産業振興部長 池田　高啓

理事

副委員長 ガマロケ！プロジェクト　リーダー 小田　直宏

副委員長 グルメプロジェクト　リーダー 笹野　弘明

副委員長 プロモーションプロジェクト　リーダー 鈴木　礎

がまごおりじなる
プロジェクト

リーダー シティセールス推進室長　小山道徳
CS基本方針WGメンバー

■運営幹事
市川浩之、稲吉伸英、太田章男、小林晃、小林英一郎、小林幸康、志賀裕志、鈴木
康仁、宮田知行、横田結美子、中野博、加藤恵子、石川智広、平野力成

監事 リーダー　小田　直宏

グルメ リーダー　笹野　弘明

特別プロジェクト

ガマロケ！

うどんサミット ・・・

プロモーション リーダー　鈴木　礎

事務局

事務局長 山本　昌宏

関連プロジェクト

ベンチアート 映画「ゾッキ」



（令和３年１２月１３日現在）

■がまごおりじなるプロジェクト ■特別プロジェクト運営幹事

№ 所属 氏名 № 氏名

1 蒲郡シティセールスプロジェクト 加藤恵子 1 市川浩之

2 蒲郡シティセールスプロジェクト 横田結美子 2 稲吉伸英

3 蒲郡商工会議所 松岡祐志 3 太田章男

4 蒲郡青年会議所 次回の総会で決定 4 小林晃

5 蒲郡市観光協会 石川恭子 5 小林英一郎

6 蒲郡市農業協同組合 堀池由姫 6 小林幸康

7 蒲郡市漁業振興協議会 平野哲平 7 志賀裕志

8 蒲郡信用金庫 来年度から参加 8 鈴木康仁

9 愛知県飲食生活衛生同業組合蒲郡支部 千賀智子 9 宮田知行

10 がまごおり市民まちづくりセンター 滝川千恵 10 横田結美子

11 LOVEARTH 山村佳史 11 中野博

12 株式会社ニデック 坂巻佳那 12 加藤恵子

13 有限会社水野印刷工芸 足立直子 13 石川智広

14 株式会社ホンダカーズ蒲郡 市川瑶子 14 平野力成

15 企画政策課 大桑智子 15 小林幸子

16 秘書広報課 上酔尾まどか

17 協働まちづくり課 尾﨑有花

18 観光商工課 鈴木友理

19 農林水産課 高橋佳子

20 産業政策課 堀井美里

21 子育て支援課 近藤さつき

22 学校教育課 戒田正敏

23 生涯学習課 鈴木彩子

蒲郡市シティセールス推進協議会（愛称『ガマゴリ・ら』）実行委員会



実行委員会　委員長 会長 名誉会長 名誉副会長
蒲郡市長 蒲郡商工会議所

水野　順也 千賀　充能 鈴木　寿明 会頭　小池　高弘

理事 顧問
蒲郡市企画部 衆議院議員　今枝　宗一郎　

　 部長　大森　康弘 代理　髙田　和則

理事
蒲郡市市民生活部 顧問

部長　飯島　伸幸 愛知県議会議員　飛田　常年

理事 副会長
蒲郡市健康福祉部 蒲郡市観光協会

部長　岡田　隆志 会長　杉山　和弘

理事 理事
蒲郡市産業振興部 蒲郡市農業協同組合

部長　池田　高啓 代表理事組合長　鈴木　茂正

理事 理事
蒲郡市教育委員会 愛知県飲食生活衛生同業組合蒲郡支部

部長　嶋田　丈裕 支部長　坪井　正洋

監事 理事
蒲郡商工会議所 蒲郡信用金庫

専務理事　山下　英孝 地域振興部　部長　長瀬　克夫

理事 兼 実行委員会 副委員長 グルメプロジェクトリーダー

実行委員会　副委員長 蒲郡商工会議所青年部
ガマロケ！プロジェクトリーダー 会長　笹野　弘明

小田　直宏
理事
（一社）蒲郡青年会議所

実行委員会　副委員長 （2022年度）理事長　小池　健太朗
プロモーションプロジェクトリーダー

鈴木　礎 理事
（一社）蒲郡青年会議所
（2021年度）理事長　伊藤　健二

蒲郡市観光商工課シティセールス推進室 蒲郡市観光商工課シティセールス推進室 蒲郡市観光商工課 事務局長 蒲郡商工会議所　中小企業相談所 蒲郡観光協会
来本　晃彩 室長　小山　道徳 課長　小田　芳弘 山本　昌宏 所長　松岡　祐志 代理　渡邉　みさを

蒲郡市シティセールス推進協議会（愛称『ガマゴリ・ら』）発会式

がまごおりじなるプロジェクト、特別プロジェクトメンバー

事務局



蒲郡市シティセールス推進協議会規約（案）  

 

（名称）  

第１条 本会は、蒲郡市シティセールス推進協議会と称する。  

（目的及び事業）  

第２条 本会は、蒲郡市におけるシティセールスに関し、次に掲げる事業を官民一

体で実施することにより、蒲郡市の地域活性化に寄与することを目的とする。  

⑴ がまごおりじなる（蒲郡市シティセールス基本方針）関係事業 

⑵ ロケ支援事業 

⑶ グルメ事業 

⑷ プロモーション事業 

⑸ その他シティセールスの推進や地域活性化に必要な事業 

（会員）  

第３条 会員は、前条の目的に賛同する団体、企業及び個人とする。  

２ 会員の資格の取得は、入会手続が完了したときとする。  

３ 会員の資格の喪失は、次の各号のいずれかに該当するときとする。  

 ⑴ 会員から退会の申し出のあったとき。  

 ⑵ 団体にあっては、解散したとき又は会費を納入しなかったとき。  

 ⑶ 個人にあっては、死亡したとき。  

（役員）  

第４条 本会に次の役員を置く。  

⑴ 会長   １名  

⑵ 副会長  ３名以内  

⑶ 理事  １５名以内  

⑷ 監事   ２名以内  

２ 役員は、本会の会議において選任する。  

３ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。  

（職務）  

第５条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。  

３ 監事は、会計を監査する。  



（名誉会長及び名誉副会長）  

第６条 本会に名誉会長及び名誉副会長を置く。  

２ 名誉会長は、蒲郡市長をもって充てる。  

３ 名誉副会長は、蒲郡商工会議所会頭をもって充てる。  

（顧問）  

第７条 本会に顧問を置くことができる。  

２ 顧問は、会長が委嘱する。  

３ 顧問は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。  

（会議）  

第８条 本会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。  

２ 本会の会議は、本会の運営に関する重要事項を協議し、議決する。  

３ 本会の会議で議決すべき事項で軽易なものについては、会議の開催に代えて書

面による議決をすることができる。  

 （実行委員会）  

第９条 本会の事業を円滑に推進するため、本会に実行委員会を置く。  

２ 委員は、会員をもって充てる。  

３ 実行委員会に次の役員を置く。  

⑴ 実行委員長 １名  

⑵ 副実行委員長 １５名以内  

４ 会長は、実行委員長を兼ねることができる。  

５ 実行委員会は、本会の決定に基づき、すべての事業を管理し、推進する。  

（プロジェクト）  

第１０条 本会の事業を効果的に推進するため、実行委員会内に次のプロジェクト

を置く。  

⑴ がまごおりじなるプロジェクト  

⑵ 特別プロジェクト  

ア ガマロケ！プロジェクト  

イ グルメプロジェクト  

ウ プロモーションプロジェクト  

⑶ その他シティセールスの推進や地域活性化に必要なプロジェクト  

（会計）  



第１１条 本会の経費は、会費、負担金、補助金、寄付金及びその他の収入をもっ

て充てる。  

（会費）  

第１２条 会員のうち団体及び企業にあっては、会費として、年額１０，０００円

を納入するものとする。ただし、本会の設立初年度にあっては無料とする。  

２ 前項の年額の計算期間は、次条に定める会計年度の区分によるものとし、当該

会計年度の中途において会員資格の取得があった場合においても、年額を納入す

るものとする。  

（会計年度）  

第１３条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終

わる。  

（事務局）  

第１４条 本会は、事務局を蒲郡市旭町１７番１号蒲郡市産業振興部観光商工課シ

ティセールス推進室内に置く。  

（雑則）  

第１５条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。  

附 則  

 この規約は、令和３年１２月１３日から施行する。  


